
　

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
付
表
そ
の
一
を
別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
付
表
そ
の
一
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
付
表
そ
の
二
中
「市

町
村
名

」
を
「市

町
村
名

　
　
　
　

（単
位
：
円

）
」

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
付
表
そ
の
二
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
一
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「老

人
保
護
措
置
費
県
費
負
担
金
事
業
実
績
報
告

書

」
を
「年

度
老
人
保
護
措
置
費
県
費
負
担
金
事
業
実
績
報
告
書

」
に
改
め
、
「熊

本
県
指
令

」
を
削
り
、

同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
一
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
一
の
付
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
2
7
号
様
式
　
そ
の
１
（
第
1
6
条
関
係
）

別
記

第
2
5
号
様
式
　
そ
の
１
（
第
1
5
条
関
係
）



　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
一
の
付
表
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
一
の
付
表
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
二
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「老

人
保
護
措
置
費
県
費
負
担
金
事
業
実
績
報
告

書

」
を
「年

度
老
人
保
護
措
置
費
県
費
負
担
金
事
業
実
績
報
告
書

」
に
改
め
、
「熊

本
県
指
令

」
を
削
り
、

同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
二
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
二
の
付
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
2
7
号
様
式
　
そ
の
２
（
第
1
6
条
関
係
）

別
記

第
2
5
号
様
式
　
そ
の
２
（
第
1
5
条
関
係
）



　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
二
の
付
表
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
二
の
付
表
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
そ
の
二
の
付
表
中
「市

町
村
名

」
を
「市

町
村
名

　
　
　
　

（単
位
：
円

）
」

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
そ
の
二
の
付
表
と
す
る
。

　

別
記
第
二
十
八
号
様
式
を
削
る
。

　

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「設

置
予
定
者

（住
所

）
」
を
「設

置
者
の
住
所

（所
在
地

）
」
に
、
「名

称

（氏
名

）
」
を
「設

置
者
の
氏
名

（名
称

）
」
に
、
「設

置
し
た
い
の
で

」
を
「設

置
す
る

の
で

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
六
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
2
9
号
様
式
（
第
1
8
条
関
係
）

別
記
第
2
6
号
様
式

（
第
1
6
条
関
係
）



　

別
記
第
三
十
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
一
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
七
号

熊
本
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企　
　
　
　

業　
　
　
　

局　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　

育　
　
　
　

庁　
　
　

　

熊
本
県
広
報
広
聴
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
公
営
企
業
管
理
者　

佐　

藤　

博　

治　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子　
　
　

　
　
　

熊
本
県
広
報
広
聴
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
訓
令
第
十
六
号

　

熊
本
県
広
報
広
聴
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程　

平
成
十
二
年
熊
本
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

号　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
合
調
整
局
長
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
各
部
」
を
「
各
部
局
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
総
務
部
広
報
課
」
を
「
総
合
調
整
局
広
報
課
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中
「
企
画
開
発
部
次
長
」
を
「
企
画
振
興
部
次
長
」
に
改
め
る
。
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訓　
　
　
　

令

〔

〕



　

別
表
第
二
中
「
総
務
部
政
策
調
整
審
議
員
」
を
「
総
合
調
整
局
政
策
調
整
審
議
員　

総
務
部
政
策
調
整

審
議
員
」
に
改
め
、
「
企
画
開
発
部
政
策
調
整
審
議
員
」
を
「
企
画
振
興
部
政
策
調
整
審
議
員
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
八
号

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号

熊
本
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

熊
本
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

熊
本
県
議
会
訓
令
第
三
号

熊
本
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知

事

部

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教

育

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監

査

委

員

事

務

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議

会

事

務

局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企

業

局

　

熊
本
県
職
員
記
章
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
代
表
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
公
営
企
業
管
理
者　

佐　

藤　

博　

治　
　
　

　
　
　

熊
本
県
職
員
記
章
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
職
員
記
章
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
熊
本
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
非
常
勤
職
員
」
の
下
に
「（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。

　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　

熊
本
県
行
政
情
報
化
の
推
進
及
び
電
子
計
算
機
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子　
　
　

　
　
　

熊
本
県
行
政
情
報
化
の
推
進
及
び
電
子
計
算
機
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

　
　
　

令

　

熊
本
県
行
政
情
報
化
の
推
進
及
び
電
子
計
算
機
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
熊
本
県
訓
令
第

二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
号
中
「
第
二
条
に
規
定
す
る
部
」
の
下
に
「
、
熊
本
県
総
合
調
整
局
設
置
規
則
（
平
成
十

四
年
熊
本
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
総
合
調
整
局
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
企
画
開
発
部
長
」
を
「
企
画

振
興
部
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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